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４　監査結果報告　　平成２６年３月２８日

監査の結果（指摘事項） 措置（具体的内容）・対応状況

【水沢茶農業協同組合】
（１）協定書等に基づく業務の履行について
協定書及び仕様書、事業計画書に基づいた管理業務を実施すること。

【　措置済　】　　平成２６年　３月３１日
ア　基本協定書第１８条に基づく「第三者による実施」の事前承認を受け
ていない事例が見受けられた。

 基本協定書第１８条に基づき「第三者による実施」の事前承認を受ける
よう改善した。

【　措置済　】　　平成２６年　１月３１日
イ　事業計画書の「５．施設管理運営の実施方針」に記載されている「施
設台帳」や「機械・設備台帳」が作成されていなかった。事業計画書に基
づき台帳を作成すること。

　「施設台帳」「機械整備台帳」とも事業計画に基づき作成した。

（２）月次報告書について 【　措置済　】　　平成２５年１２月２４日
　月次報告書（８月分）自主事業の実績（販売金額）を誤って報告してい
た事例が見受けられた。不備のない適切な事務処理を行うこと。

　月次報告書（８月分）自主事業の実績（販売金額）の修正を行った。

（３）収入事務について 【　措置済　】　　平成２６年　１月３１日
　領収書に経理規程に基づく連続番号が付されていない事例が見受けられ
た。経理規程に基づき、適切な事務処理を行うこと。

　経理規程に基づき、適切な事務処理を行った。

（４）支出事務について 【　措置済　】　　平成２６年　３月３１日
　平成２５年４月１０日納品の燃料費が平成２４年度に計上されていた事
例が見受けられた。適切な会計年度での事務処理を行うこと。

　平成２５年度は、適切な会計年度での事務処理を行った。

平成２５年度　公の施設の指定管理者監査の結果（指摘事項）に基づく措置状況等の報告

３　監査実施期間　　平成２６年１月１７日

１　監査の種類　　　公の施設の指定管理者監査
２　監査対象　　　　水沢茶農業協同組合（四日市市茶業振興センター）
　　　　　　　　　　商工農水部農水振興課・農業センター（指定管理に関する事務の所管所属）
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【農水振興課・農業センター】
（１）指定管理者の選定関係書類について 【　措置済　】　　平成２６年　３月３１日
　指定管理者選定結果報告書、指定管理者審査会議事録について決裁の手
続きを経ずに原本のみが保管されていた事例や、四日市市公の施設に係る
指定管理者の指定の手続等に関する条例第１５条に基づく告示関係書類が
保管されていない事例が見受けられた。適切に文書管理をすること。

　条例等を熟知した上で、今後は適切な事務処理を行うこととした。

（２）協定書・仕様書について 【　措置済　】　　平成２６年　３月２１日
　管理物品について、基本協定書と年度協定書では、備品等の取得や廃棄
により内容が異なる場合もあるが、基本協定書第３０条別表にある緊急地
震速報受信機は、現物が施設に存在するにもかかわらず、年度協定書への
記載が漏れていた。また、備考欄に記載されている品番が更新前の品番で
記載されていた事例が見受けられた。年度協定書の内容を適切なものに改
めること。

　緊急地震速報受信機については年度協定書への記載を行い、内容を適正
なものにした。合わせて、備考欄の記載されている品番についても修正を
行い適切なものにした。

（３）物品管理について 【　措置済　】　　平成２５年１２月２７日
　貸与備品に備品の表示のない事例が見受けられた。四日市市会計規則第
１４９条に基づき、備品には所定の表示を行うこと。

　四日市市会計規則第１４９条に基づき、備品に所定の表示を行った。
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４　監査結果報告　　平成２６年３月２８日

監査の結果（意見） 措置（具体的内容）・対応状況

【水沢茶農業協同組合】
（１）現金等の管理について 【　措置済　】　　平成２６年　２月２８日
　小口現金の管理や販売用物品の在庫管理について、メモ程度の記録で
あったので、様式を作成のうえ記録し、適切に管理するよう改めること。
【改善事項】

  様式を作成し、適切に管理するよう改善した。

（２）物品管理について 【　措置済　】　　平成２６年　３月１９日
ア　物品等について、貸与備品と指定管理者所有のものとを区分するた
め、見やすい場所に所有者の表示をするよう改めること。また、貸与備品
は年度末に実査して市に報告し、承認を受けること。【改善事項】

　指定管理者所有については表示を行った。貸与備品についてはチェック
リストを作成して、半期ごとに市へ報告し、承認を受けるよう改善した。

【　措置済　】　　平成２６年　１月２４日
イ　工場、事務所ともに整理整頓が不十分である。物品等の整理整頓を徹
底し、乱雑さや暗さの防止への取組みを行うこと。【改善事項】

　工場・事務所とも整理・整頓した。今後も徹底していく。

（３）利用者増への取組について 【　継続努力　】　　平成２６年　９月２９日
　当施設には、他県からの利用者もある。ニーズの掘り起こしやＰＲなど
に活用するためにも、この施設に訪れた理由などを情報収集し、一般参観
者の増につながるよう努めること。【要望事項】

　アンケート調査等を行い、利用者増に向けて努める。

（４）施設の活性化について 【　継続努力　】　　平成２６年　９月２９日
　当施設の利用については、茶業従事者の研修等の利用は時期が限られて
おり、学校の社会見学等による利用が多くを占めている。自主事業でのイ
ベントも行われているが、さらにより多くの茶業従事者や市民に利用して
もらえるよう市とも協議しながら新しい方向性の検討もし、茶業の発展の
ための事業展開が図れるよう努めること。【要望事項】

　市担当部局とも協議を重ね、新たな事業展開を行っていく。

３　監査実施期間　　平成２６年１月１７日

平成２５年度　公の施設の指定管理者監査の結果（意見）に基づく措置状況等の報告

１　監査の種類　　　公の施設の指定管理者監査

　　　　　　　　　　商工農水農水振興課・農業センター（指定管理に関する事務の所管所属）
２　監査対象　　　　水沢茶農業協同組合（四日市市茶業振興センター）
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（５）人員配置・人財育成について 【　継続努力　】　　平成２６年　９月２９日
　訪問者への施設案内に併せて、茶業の技術技能の発展を思考し提言でき
る人財が、施設運営には不可欠である。また、今回の監査では、誰がこの
指定管理業務の責任者かわかり難い状態であったことも含め、施設の管理
運営や市との協議等の業務にあたっての現場管理者や法人本部の担当者等
のそれぞれの役割を再度明確にし、円滑かつシンプルで重複のない組織運
営ができるよう人員配置や人財育成を行うこと。また、四日市茶業連合会
（以下「四茶連」という。）の業務との混同は速やかに回避させること。
【改善事項】

　指定管理業務責任者は当組合、代表理事とする。現場管理者１名を配置
し、事業内容等から必要に応じ、当組合より担当職員（２名）の応援体制
を確保することとした。
　四茶連業務については、当組合で全て行うこととした。

（６）内部牽制体制と内部事務管理ついて 【　継続努力　】　　平成２６年　９月２９日
　事務処理の基本的な部分で、いくつかの指摘事項が見受けられた。これ
らは、職員の認識不足や単純なミスに加えて、指定管理者内でのチェッ
ク・牽制体制が不十分であったことに大きな要因がある。現場管理者等
は、「定められたルールに基づいた事務執行」や「上位職による牽制やサ
ポート」の重要性の意識を職員に定着させ、確認すべき事項の定型化によ
る業務精度の向上、上位職によるダブルチェック体制の強化などを行い、
内部事務管理の改善を図ること。【改善事項】

　牽制体制・事務管理については、市担当部局とも協議を重ね、チェック
体制の強化を図るなど対策を講じていく。

【農水振興課・農業センター】
（１）指定管理者制度のあり方について 【　継続努力　】　　平成２６年　９月２９日
　指定管理者制度の導入目的の１つには、民間のノウハウを活用してより
効率化、活性化、改善化を図ることのほかに、競争原理を働かそうという
ことがある。当施設の指定管理者選定にあたっては、１者しか応募がな
かったため、競争原理が働いているとは考えられない。競争に参画できる
市内の事業者の発掘や育成を図るとともに、指定管理者制度による管理運
営を継続することが妥当かどうかについても検討すること。【要望事項】

　指定管理制度による管理運営の是非については検討中であり、平成２７
年度から施設移転までの３年間の募集を行った。募集要項については、茶
産地としての消費拡大やＰＲについての考え方等に重点を絞り募集を行っ
た。今回の応募については１者であった。

（２）事業のあり方について 【　継続努力　】　　平成２６年　９月２９日
ア　当施設の事業の進め方は現状維持であり、新しい事業方針もないよう
に見受けられた。市として指定管理者に要求すべき新しい方針を検討し、
茶業の発展のための事業展開が図られるよう努めること。【改善事項】

　切替年度である平成２７年度から、事業展開を含め見直しを行うので、
平成２７年３月までに協定内容の精査を行う。

【　継続努力　】　　平成２６年　９月２９日
イ　当施設の担当者には、茶業に関する専門知識が必要である。当施設の
円滑な運営と指定管理者への厳格な指導監督を行えるよう、農水振興課の
組織体制、業務分担について見直しを行うこと。【改善事項】

　人事当局とも調整を図り、対応することとした。
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（３）基本協定書等について 【　検討中　】　　平成２６年　９月２９日
ア　指定管理者に対する施設運営における具体的な目標、要求事項を整理
するとともに、市と指定管理者の役割を明確にし、協定書・仕様書に反映
させること。【改善事項】

　切替年度である平成２７年度から、事業展開を含め見直しを行うので、
平成２７年３月までに協定内容の精査を行う。

【　検討中　】　　平成２６年　９月２９日
イ　その前提として、当施設の本来のねらい、目的について、定期的に見
直すこと。計画策定時などにおいて、あるべき姿を見失っていないか、方
向性が誤っていないか、原点に立ち返る習慣をつけること。【要望事項】

　切替年度である平成２７年度から、事業展開を含め見直しを行うので、
平成２７年３月までに協定内容の精査を行う。

【　検討中　】　　平成２６年　９月２９日
ウ　基本協定書において、当施設には不要と思われる条項が見受けられ
た。施設に即した協定書となっているか、協定書と仕様書の内容に齟齬が
生じていないか、業務内容が明確になっているかなど、内容を精査し、整
合するよう改めること。【改善事項】

　切替年度である平成２７年度から、事業展開を含め見直しを行うので、
平成２７年３月までに協定内容の精査を行う。

【　検討中　】　　平成２６年　９月２９日
エ　年度協定書において、月次報告書の様式の中に収支に関する項目がな
かった。毎月のモニタリング時に必要な項目を確認し、様式を改めるこ
と。【改善事項】

　切替年度である平成２７年度から、事業展開を含め見直しを行うので、
平成２７年３月までに協定内容の精査を行い様式等改める。

（４）指定管理者への指導監督について 【　検討中　】　　平成２６年　９月２９日
ア　事務処理の基本的な部分で、いくつかの指摘事項が見受けられ、一部
では管理の重複や無管理の状態も見受けられた。これらは、指定管理者へ
の明確な要求・指導や牽制が不十分であったことに要因があることから、
協定書の内容を改めて見直すこと。【改善事項】

　切替年度である平成２７年度から、事業展開を含め見直しを行うので、
平成２７年３月までに協定内容の精査を行う。

【　継続努力　】　　平成２６年　９月２９日
イ　過去の失敗例や今回の指摘事項などを踏まえ、日常の業務手順書、管
理牽制システムを、市が中心となって作成し、運用を開始すること。
【改善事項】

　現在、最低月に一度は巡回し業務確認を行っている。管理牽制システム
については、今後作成等考えていく。

【　継続努力　】　　平成２６年　９月２９日
ウ　協定書・仕様書に基づき実査マニュアルやチェックリストを作成し、
毎月の業務報告書や収入・支出の内容等について実査を行い、その記録を
文書にして残すよう改めること。【改善事項】

　モニタリングマニュアルに基づき、業務の履行状況チェックシートを毎
月作成し、内容確認を行うようにした。収入・支出の確認については今後
対応を考えていく。

　 【　措置済　】　　平成２６年　２月１３日
エ　指定管理者に対して行った指導監督や打ち合わせの記録を文書にして
残すとともに、指導監督した事例に対して改善が図られたかの確認につい
ても、記録を文書にして残すよう改めること。
【改善事項】

　打合せ記録等は、文書化し残すよう改善した。
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（５）施設の点検補修について 【　継続努力　】　　平成２６年　９月２９日
　当施設は建築後２０年以上経過しており、施設の外観を見ると老朽化が
見られる。施設を安全に気持ちよく利用できるよう、計画的に点検補修等
を行うとともに、清掃などの日常管理が行き届いているかも確認するこ
と。【改善事項】

　当施設は、平成３０年に第２名神高速道路計画に伴い移転・新築を予定
している。それまでの間、計画的な点検補修計画を立てていく。

（６）四茶連について 【　措置済　】　　平成２６年　２月２８日
　四茶連は、当施設が設置されて以降、当施設を拠点としてきた。また、
四茶連の事務局は、当施設の管理運営を指定管理者制度に移行した以降、
指定管理者である水沢茶農業協同組合が行っているが、指定管理業務には
含んでいない。このため、当施設の指定管理業務と四茶連の業務とを同一
人が同一の場所で行うことになり、業務が混在することになった。四茶連
の拠点や事務局などのあり方について、明確に整理すること。
【改善事項】

　四茶連業務については、水沢茶農業協同組合で全て行うようにした。

（７）指定管理料について 【　継続努力　】　　平成２６年　９月２９日
ア　指定管理料の算定にあたっては、指定管理者に対する日常の管理や協
議をより綿密に行うことで、真に必要な経費や業務の改善点を見い出すこ
とができる。次期においても指定管理者制度を適用していくのであれば、
十分な実態把握と事業のあり方の改善を行い、①成果の評価、②要求業務
の適切な履行、③前年実績との比較、④費用面における項目ごとの努力要
素による改善率、⑤他施設、他都市との比較を踏まえて、「適正な指定管
理料」を算定すること。【改善事項】

　平成２７年度以降の指定管理料の限度額については、平成２６年度当初
予算要求時において債務負担行為にて確定済みであるが、今後、内容の見
直し等を行い、「適切な指定管理料」の算出を図る。

【　継続努力　】　　平成２６年　９月２９日
イ　算定した指定管理料に基づき、業務改善やコスト改善の要求・牽制を
もって指導・育成を行うこと。さらに、トップの思考・行動のブレや手抜
きなどの監視業務は特に重要と再認識されたい。【改善事項】

　切替年度である平成２７年度より、指導・育成等強化を図り、確認業務
の強化を図る。
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